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利用決定の期限の特例の適用について（通知） 

 

  平成３１年４月２２日付の特定歴史公文書等の利用請求については、下記のとおり、外務省外

交史料館利用等規則第１５条第４項の規定（利用決定の期限の特例）を適用することとしたので

通知します。 

記 

 

１． 利用請求のあった特定歴史公文書等の管理番号・名称 

 

通番１： C'.4.2.1.5-6  汚染船舶航跡関係 
通番２： C'.4.2.1.5-7  汚染漁船及び商船の検査報告 

 
２． 外務省外交史料館利用等規則第１５条第４項の規定（利用決定の期限の特例）を適用する

こととした理由 

 

利用制限の審査に慎重な判断を要する特定歴史公文書等が大量であるため。 

 

３． 利用決定期限 

 

令和２年 ４月 ２２日 （水曜日） 

 

※本件連絡先 

外務省大臣官房総務課外交史料館  （担当） 史料管理・閲覧室  

電 話:（０３）３５８５－４５１１   ＦＡＸ:（０３）３５８５－４５５３   E-mail：gaishi@mofa.go.jp 


